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平成 26 年度事業計画 

  事 業 項 目      事 業 細 目      事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警備業務の適正

化に関する指導

並びに調査研究

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

警備業務の適正化を推進する

ための調査研究 

① 会員等に警備業法で定める基本理念

の指導を徹底する。 

② 警察本部の関係各課の指導を得て、問

題がある時はその都度研究する。関係法令

改正などが行われた場合は調査、研究会等

を開催する。 

③ 各専門委員会を開催し、調査研究を実

施する。 

④ 自社警備員の指導教養を徹底する。  

 

(2) 

 

警備業務の技術の向上 

 各社の指導教育責任者や警備員等に対

し、現任教育、特別講習及び公安委員会講

習等で、理論と実技の基本技術を指導する

。 

 

(3) 

 

調査・研究活動の活発化 

① 指導機関等と緊密に連絡し、関係法令

の研究及び調査を実施する。 

② 関係機関、全警協、各県協会等と緊密

に情報交換し、収集した情報内容を会員に

周知し、協会の進歩発展を図る。  

③ 関東地区特別講習講師合同研修会に

講師を派遣させ、技術・知識の向上を図る。

 

 

 

  

 ２ 

 

 

 

法令等の規程に

基づく研修等の

委託事業 

 

 

(1) 

 

 

法定委託講習の実施 

 公安委員会の法定委託講習については、

平成26年度は、県警当局と協議し、警備員

指導教育責任者新規取得1号と追加取得2,

4号、現任講習3,4号の講習をそれぞれ実施

する。 

 

(2) 

 

検定試験の開催への協力 

 公安委員会の行う「雑踏警備業務・交通誘

導警備業務・貴重品運搬各2級」の直接検

定の実施に対し積極的に協力する。 

 

 

  

  

 

 ３ 

 

 

 

警備員及び警備

員指導教育責任

者等警備業務に

従事し、又はしよ

うとする者に対す

る教育訓練並び

に研修 

 

 

 

(1) 

 

 

 

警備員に対する教養訓練 

① 新任30時限、現任16時限の法定 教育

の完全実施を徹底する。 

② 機会教養、巡回指導を活発に行い、警

備員の資質の向上と不祥事 案の防止を徹

底する。 

③ 各種の検定試験に挑戦させ、その質的

向上を図る。 

④ 緊急援助隊の質的技術の向上を図るた

め、教養訓練を実施する。 

⑤ 備品のＡＥＤ機器を活用し、警備員現

任教育等の機会に操作要領 を徹底させ技

術の向上を図る。 
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(2) 

 

 

警備員指導教育責任者等に対

する教育訓練研修 

① 県警当局から講師を招請して、警備員

指導教育責任者等に対する研修会を実施

する。 

② 関係法令の改正点及び問題点並びに

全警協、関係機関等の指導、連絡について

は、その都度会議又は文書をもって指導の

徹底を図る。 

③ 指導手段の一環として会報の活用を図

る。 

 

(3)  

 

労働災害の防止 

① 労働安全衛生管理体制の定着化とその

活動の活発化を図る。 

② 労務委員会による作業現場等に対する

安全パトロールを的確に実施する。 

 

  

 ４ 

 

警備業に関する

功労者等に対す

る表彰 

 

 

(1) 

 

 

表彰事業の実施 

 

① 警備業の発展に尽力した会員に対する

警察本部長・協会会長連名による表彰上申

を実施する。 

② 優良警備員等を表彰し、警備員の士気

の高揚を図る。 

 

 

  

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

警備業に関する

相談及び苦情の

処理 

 

 

 

(1) 

 

 

 

相談の処理 

① 協会事務局に相談窓口を設置し、当協

会の「個人情報保護規程」に基づく保護管

理者（専務理事）が積極的に相談受理を行

う。 

② 相談窓口に、相談受理簿を備え付け、

相談受理内容及び対応結果等を明らかに

して徹底を図る。 

 

 

(2) 

 

 

苦情の処理 

① 上記相談窓口において、苦情の受付を

行い、苦情処理簿に苦情内容、苦情に対す

る対応措置等を明らかにして徹底を図る。 

② 苦情内容について、関係会員と ともに

調査を行い、苦情者に対する適切な措置を

図る。 
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６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページの

運用、機関誌の

発行その他広報

啓発活動 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

ホームページの運用 

① 最新のホームページソフトを導入して、

その都度更新し、新しい情報を提供すること

を徹底する。 

② 定款第46条に定められている本会の広

告はホームページに掲載する方法により行

うことを徹底する。 

③ 定款第22条に定められている総会議事

録をホームページに掲載する。 

④ その他必要事項についてもホームペー

ジに掲載することを徹底する。 

 

(2) 

 

機関誌の発行 

① 毎月「会報」を発行し、各種情報等を会

員に周知徹底を図る。 

② さらに斬新で読みやすい会報作りを目

指すよう推進を図る。 

 

 

 

 

(3) 

 

 

 

 

その他広報啓発活動 

① 警備業協同組合との連携を図り、各種

イベント会場等において、広報啓発活動を

推進する。 

② 関係機関の各種行事に積極的に参加

して、広報啓発活動を推進する。 

③ 全警協の機関誌、業界新聞等に積極的

に投稿して広報啓発活動の推進を図る。 

 

 

 

 

 ７ 

警備技術及び警

備用資機材等に

関する調査研究

並びにこれら資

機材等及び警備

業務に係る教育

関係図書の紹介

・斡旋 

 

 

(1) 

 

 

警備技術及び警備用資機材

等に関する調査研究 

① 各種警備業務現任講師研修会を 受講

する講師達による新知識等を当協会主催の

講習会等において、会員への還元を徹底

する。 

② 全警協、各県協会、関係機関との連携

を密にし、警備技術等の向上を図る。 

(2) 警備業務係る教育関係図書の

紹介・斡旋 

 関係機関等との緊密な連携を図り、警備

業務に関する優良な資機材及び図書の紹

介・斡旋を図る。 

 

 

  

 

 

８ 

 

 

 

 

関係行政機関等

の行う地域安全

、防災及び事故

防止活動等に対

する協力支援活

動 

 

 

(1) 

 

 

関係機関の行う各種事故防止

活動への協力 

① 官民協働による「山梨県自動車 盗難

等防止連絡協議会」、「山梨県安全安心ま

ちづくり推進会議」、「公益社団法人被害者

支援センターやまなし」、「山梨県暴力追放

県民会議」等の活動へ積極的に参加する。

② 官公庁等の主催する各種イベントに協

力する。  
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(2) 

 

 

 

 

 

 

緊急事件等に対する協力 

① 機械警備業者は、重要緊急事件の発

生を認知した場合には、山梨県警察本部と

の直接電話を有効に 活用し、適切な通報

連絡等を確実 に実施する。 

② 会員は、通常の警備業務を通して、発

生した重要緊急事件に対して積極的に協

力通報する。 

  犯罪発生時の早期通報体制等を確立す

る目的で平成15年に締結した山梨県警察と

当協会による「安全・安心まちづくりの推進

に関する覚書」に基づく情報を提供する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ９ 

 

 

 

 

 

 

 

地域防災計画等

に基づく大規模

災害発生時にお

ける協力、支援

活動 

(1) 警備業務を通じて社会公共の

安全に寄与 

 会員は、適正な警備業務を提供し、地域

社会の安全に寄与する。 

 

 

(2) 

 

 

大災害時の援助協定に基づく

災害出動による協力 

  平成9年に山梨県、山梨県警察本部と締

結した「緊急援助協定」に基づく応援出動に

より、災害地域の安全に協力する。 

 緊急援助隊 H26,4,1現在 25社 155名 

 

 

 

(3) 

 

 

関係機関及び地域の自治体等

の行う防犯、防災活動への協

力 

① 関係官庁の行う防犯、防災活動及び地

震対策に協力する。 

② 各地域において、自治会等の行う防犯

、防災、地震対策活動に協力する。 

（山梨県地震防災訓練、甲府市総合防災訓

練への参加）  

 

 

(4) 

 

 

警備員に対する防犯、防災意

識の普及 

① あらゆる機会を通じて警備員個々の防

犯、防災、地震対策活動の 意識の普及徹

底を図る。 

② 会員各社に配布した安全パトロールマ

グネットシートを活用し、 防犯、防災意識の

普及を徹底する。 

10 その他本会の目

的を達成するた

めに必要な事業

 

(1) 

 

福利厚生事業の推進 

① 警備員が安心して働けるよう全警協との

連携を密にして、社会保 険未加入問題是

正措置の対策促進を図る。 

② 会員相互の融和と親睦を図るため、年1

回以上のレクレーションを 実施する。 
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(2) 

 

 

 

総会 

① 定時総会は年1回開催する 

② 暴力団等反社会的勢力排除対策 協

議会における不当要求防止責任者講習等

を開催し、不当要求責任者選任事業所の

拡大を図るとともに、業界から反社会的勢力

の徹底 排除を図る。 

③ 必要により、定款の定めにより臨時総会

を開催する。 

 

(3) 

 

理事・監事合同役員会 

 協会活動を活発化するため、当面する諸

問題等について協議するため、定款に定め

られた「理事・監事合同役員会」を年4回開

催する。 

 

(4) 

 

各専門委員会 

 必要により、各専門委員会を開催し、その

協議結果を会員に伝達し、適正な業務の推

進を図る。 

 

(5) 

 

その他の会議 

 必要により、関係者による会議を開催し、

適正な警備業務の推進を図る。 

 


